
様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 6 5 6

件 名 等 生活保護システム標準化移行作業業務委託

契 履行場所 社会福祉課

種 類 業務委託
約

「地方公共団体情報システムの標準化に関する法律」に基づく地方公共団体情報システムの標準化移行対象とな

っている生活保護システムを厚生労働省・社会援護局が示している「生活保護システム標準仕様書」に準拠・適
内

合するための移行作業を業務委託する。

概 要
容

北日本コンピューターサービス株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　江畑　佳明

方 秋田県　秋田市　南通築地１５番３２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

生活保護システムは、国が期限とする令和７年度末までに標準化システムへ移行する必要がある。

当該業者を含め、生活保護システムを提供している各社（（株）日立システムズ、（株）富士通ジャパン、（株

）アネックス）は新規契約での当該業務について対応不可との回答を得ている。
随

よって、当該業務が履行可能な現システムの構築業者である当該業者と随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部社会福祉課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 3 6

件 名 等 南相馬市民文化会館　舞台照明設備改修修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目地内

種 類 業務委託
約

市民文化会館　舞台照明設備改修修繕業務

　多目的ホール調光操作卓改修、大ホールピンスポット改修
内

　調光装置（調光基盤内ブロック交換）　１台

　調光操作卓（専用テーブル付）改修　　１卓
概 要

　調光操作卓用コネクタボックス　　　　１面容
　舞台袖操作盤　　　　　　　　　　　　１面

　調光盤内改造　　　　　　　　　　　　１式

　ピンスポット改修　　　　　　　　　　４台

丸茂電機株式会社　仙台営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　宮村　健人

方 宮城県　仙台市　青葉区二日町３番１０号グラン・シャリオビル
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は当該施設の施工業者であり、本設備の改修修繕においては、既存設備との接続等に互換性があるこ

とから製造元である当該業者以外では、改修ができないため当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局生涯学習課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 4 9

件 名 等 期日前投票・不在者投票管理標準化システム導入業務（シフト対応）委託

契 履行場所 南相馬市選挙管理委員会事務局

種 類 業務委託
約

本市の標準化対応した選挙人名簿管理システム（EADⅡ）と連携できる国のシステム標準化に対応した期日前・

不在者投票管理システムを導入すること。
内

概 要
容

株式会社ムサシ　仙台支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　古谷　剛文

方 宮城県　仙台市　青葉区本町一丁目１１番２号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　令和7年度までにガバメントクラウドを活用した標準時ステムへの移行が必要であるが、選挙システムを扱う

事業者の中でシステム標準化の対応を行っているのは当該業者のみのため、当該業者と随意契約するもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 5 6

件 名 等 南相馬市営墓地管理システム導入業務委託

契 履行場所 南相馬市役所（市民生活部環境政策課・鹿島区市民サービス課）

種 類 業務委託
約

　南相馬市営墓地（原町橋本町墓地・原町陣ケ崎公園墓地・鹿島公園墓地）は、紙ベースの墓地台帳とエクセル

（表計算ソフト）の収納台帳によって現在管理している。 データが破損した場合、データを運用することがで
内

きなくなるおそれがあり、データ管理においても、その抽出に相当な時間を要することなど、職員の事務負担が

著しい状況にある。
概 要

　そこで、市営墓地の事務を一括管理し、コストを削減するとともに、業務の効率化を目指し、南相馬市営墓地容
管理システム導入するもの。

青梅商工会議所
名 称

相

手 代 表 者 会頭　中村　洋介

方 東京都　青梅市　上町３７３－１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務委託は、業務効率の高いシステムであるか、管理手法に独創的な提案があるか、保守体制の安定性、シ

ステムの機能評価や拡張性などを総合的に鑑み、価格のみによる競争では事業者の選定が困難であるため、プロ

ポーザル方式とした。加えて、視点や手法の異なる多くの事業者から提案を受け、比較検討を行いよりよい事業
随

者を選定するため、プロポーザルは公募型を採用した。

　８月５日に本業務委託プロポーザル審査委員会を実施し、提案内容を審査した結果、当該事業者が最優秀提案意
事業者として選定されたため、当該事業者との随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　市民生活部環境政策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 5 7

件 名 等 小中学校無線ＬＡＮアクセスポイント移設業務委託

契 履行場所 小中学校９校

種 類 業務委託
約

小中学校９校へ無線アクセスポイントの移設業務（無線アクセスポイントの撤去、LAN配線、設置及び設定、通

信試験含む）
内

・全１８台

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小中学校ネットワーク機器は、当該業者が導入して環境構築を行ったため、旧八沢小学校に設置してある無線ア

クセスポイント及び予備機を小中学校に移設し、無線ネットワークを用いた通信が出来るように構築できるのは

当該事業者のみであることから、当該事業者との随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 5 8

件 名 等 情報セキュリティ外部監査業務委託

契 履行場所 復興企画部デジタル推進課

種 類 業務委託
約

南相馬市役所デジタル推進課を対象とした「地方公共団体における情報セキュリティ監査に関するガイドライン

（令和５年３月２８日総務省改定）」に基づく監査を実施するもの。
内

概 要
容

ＰｗＣ　Ｊａｐａｎ有限責任監査法人
名 称

相

手 代 表 者 代表社員　久保田　正崇

方 東京都　千代田区　大手町１丁目１番１号大手町パークビルディング
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

情報セキュリティ監査の実施にあたり、経済産業省が策定した「情報セキュリティサービス基準」を基に、IPA

（独立行政法人情報処理推進機構）が策定した「情報セキュリティサービス基準適合サービスリスト」に掲載さ

れている事業者が行うことが望ましく、リストに掲載されており、且つ履行可能な入札参加資格登録業者が当該
随

事業者のみであるため、随意契約としたい。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 8 8

件 名 等 J-ALERT専用アンテナ設置業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地

種 類 業務委託
約

福島県が県内市町村との間に構築している福島県総合防災情報通信ネットワークシステム（以下「県システム」

という。）を第３世代に更新切替えするにあたり、これまで、県システムの衛星回線を通じて受信していた全国
内

瞬時警報システム（以下「J-ALERT」という。）が、県システムアンテナからの随分配受信が不可能になるためJ

-ALERT受信専用の衛星アンテナを設置するもの
概 要

容

ＮＥＣネッツエスアイ株式会社　福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　伊藤　圭司

方 福島県　福島市　本町５番５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、既設のJ-ALERTのシステム調整が必要であり、J-ALERTの設置及び保守業者である日本電気株式会社

福島支店及び同社より技術供与を受けているNECネッツエスアイ株式会社福島営業所の2者のみが履行可能である

。
随

　事前の履行確認において、日本電気株式会社福島支店から、令和６年度中の技術者確保が困難であることから

履行不能との申し出があった。意
　このことから、唯一履行可能な当該業者との随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 9 6

件 名 等 小中学校庭木剪定業務委託

契 履行場所 小中学校１７校

種 類 業務委託
約

小中学校（１７校）に庭木の剪定、刈込み、整枝作業。

施設周りの施設案内看板や交通標識等を考慮した刈込みを行うとともに、敷地境界より庭木が道路側に突出しな
内

いように刈込む。

庭木剪定数【黒松・金木犀等：約3,300本】
概 要

容

公益社団法人南相馬市シルバー人材センター
名 称

相

手 代 表 者 理事長　渡部　定幸

方 南相馬市　原町区東町三丁目７８番地
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

□ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

■ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務は小中学校の中低木の剪定業務であり、高所作業車等を必要としない簡易な剪定業務である。上記業者は

当該業務を的確に遂行できる人的能力を有していることから、高齢者の就業の機会の確保と社会参加に寄与する

ため、地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号によりシルバー人材センターとの随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 9 9

件 名 等 鹿島小・太田小電話設備等更新業務委託

契 履行場所 鹿島小学校、太田小学校

種 類 業務委託
約

鹿島小学校、太田小学校の電話交換設備、電源装置及び内線電話機等の更新業務

内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小中学校の電話交換システムは東日本電信電話株式会社のシステムで構築されており、校内の内線を利用する

ためには互換性が生じる事から、当該業者との随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 0 7

件 名 等 南相馬市新庁舎オフィス環境設計整備業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区本町二丁目２７番地（南相馬市役所）

種 類 業務委託
約

（１）オフィス環境整備実施設計、（２）現状レイアウト調査に基づく与条件整理、（３）実施レイアウト、（

４）パイロットオフィスの計画作成、（５）購入什器の仕様確定、（６）移転、廃棄計画、移転スケジュールコ
内

ストシミュレーション、（７）実施レイアウト設計調整、（８）建築設計への変更、調整内容の整理、（９）新

規什器納品管理
概 要

容

コクヨ東北販売株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　岡竹　博昭

方 宮城県　仙台市青葉区　中央二丁目９番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は本業務の前段の新庁舎オフィス環境整備業務をプロポーザル方式により選定され、受託した業者であ

る。新庁舎オフィス環境整備業務委託はオフィス整備における基本設計にあたる業務であり、建設基本設計業務

委託と密に連携して業務を進めてきたところである。本業務はオフィス環境の実施設計及び構築を行うものであ
随

り、庁内検討委員会でのこれまでの経過やオフィス基本設計及び建設基本設計の内容を熟知した上で、実施設計

等に反映することができる業者は当該業者のみであることから随意契約するもの。意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部公有財産管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 2 2

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（小高区小屋木字前畑地内）

契 履行場所 小高区小屋木字前畑地内

種 類 業務委託
約

　小高区小屋木字前畑地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、NTTが所有する柱に添架されている。

NTT都合により柱の撤去が必要となり、それに伴いケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 3 6

件 名 等 旧小高商業高等学校の産業支援施設整備に向けた可能性調査業務委託

契 履行場所 南相馬市小高区関場一丁目70番地（旧小高商業高等学校）

種 類 業務委託
約

旧小高商業高等学校の産業支援施設整備に向けた可能性調査

（１）現状等の分析
内

（２）関連計画等の整理

（３）各種法規制、調査対象地域の状況調査及び課題の整理
概 要

（４）類似・参考事例の調査容
（５）旧小高商業高等学校の現況調査等

（６）産業支援施設の開発可能性及びあり方等に関する検討・提案　等

ＵＤＳ株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　黒田　哲二

方 東京都　渋谷区　代々木二丁目２８番７号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本業務は、小高区中心部に位置する旧小高商業高等学校の産業支援施設としての利活用について可能性調査す

るものであり、社会経済情勢を的確に捉えつつ、地域の実状やイノベ構想の現状、既存建築物の現況把握などソ

フト・ハード両面において高度な知識と技術、想像力や構想力が求められることに加え、地域住民や関係団体・
随

機関等からの多種多様なニーズに対応できるノウハウや応用力が要求される業務である。

　そのため、画一的な仕様に基づく価格による比較のみならず、高度な技術力・企画力・専門性や豊かな経験を意
持つ事業者に幅広いアイディアと視点による企画提案を求め、その内容を評価して選定する「プロポーザル方式

」を採用して事業者選定を行ったものであり、競争入札に適さないものである。契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部イノベーション政策課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 7 9 9

件 名 等 鹿島小・太田小電話設備等更新業務委託

契 履行場所 鹿島小学校、太田小学校

種 類 業務委託
約

鹿島小学校、太田小学校の電話交換設備、電源装置及び内線電話機等の更新業務

内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

小中学校の電話交換システムは東日本電信電話株式会社のシステムで構築されており、電話交換機に光回線・ひ

かり電話「ＮＴＴ東日本ひかり電話オフィスエース」を介して接続することや、多機能電話機の配線は既存のも

のを流用する必要があり、他社では配線の流用ができないこと。また、更新作業は学校運営上、冬季休業中（12
随

/24～1/7）を予定しているが、年末年始及び土日を除くと作業期間は実質６日間しかなく、その設定を迅速・的

確に行えるのは、機器構成及びケーブル系統などの施設状況を把握している当該事業者のみであるため、随意契意
約とするもの。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局教育総務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 4 1

件 名 等 令和６年度先駆的健康づくり実施支援事業業務委託

契 履行場所 南相馬市役所

種 類 業務委託
約

　参加者（市内事業所従業員）が期間中、専用の歩行計「ホコタッチ」を装着し、これに蓄積されたデータの結

果印刷所「ホコタッチステーション」を組み合わせ、歩行の質（速度）と量（歩数）から解析した「歩行生活年
内

齢」等を提示し、若々しい歩き方の習慣化を支援する。

歩行測定対象事業者
概 要

①令和6年10月5日～令和7年3月31日（測定会2回）場所：株式会社青田電気商会容
②令和6年10月7日～令和7年3月31日（測定会2回）場所：社会福祉法人南相馬福祉会 福寿園

③令和6年10月7日～令和7年3月31日（測定会2回）場所：世紀東急工業株式会社東北支店南相馬営業所

※①～③計60名参加予定

花王株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長執行役員　長谷部　佳宏

方 東京都　中央区　日本橋茅場町１丁目１４番地１０
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務の実施にあたっては県のふくしまメタボ改善チャレンジ事業のメニューの一つである市町村先駆的民

間プログラム活用事業を活用する。

本事業は、県が選定した民間企業9社の中から各市町村が各自の事業目的に沿った企業を選定の上、県へ事業計
随

画を提出し、承認を得て上限120万円の補助を受けることができるものであり、事業計画提出後は相手方の変更

はできない。意
　その中で本市では当該業者のプログラムが、本市の目的に最も効果があると判断し、事業計画を提出、8月26

日に指令前着手承認を受けたところである。契
このことから、当該事業者と随意契約したく、随時申請するもの。

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　健康福祉部健康づくり課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 4 2

件 名 等 牛越浄水場配水ポンプ分解整備及び点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区牛越字下川原　地内

種 類 業務委託
約

陸上配水ポンプ分解整備　１台

陸上配水ポンプ点検　３台
内

概 要
容

東北機電工業株式会社
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役　束原　聡

方 福島県　いわき市　小名浜字中原９番地の６
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本陸上配水ポンプは、日立製作所製のポンプ設備であり、保守点検及び改修工事等について、福島県内におい

ては、日立製作所とメーカー特約店の契約を交わしている東北機電工業株式会社以外で保守管理を行うことがで

きないため、当該業者と随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　建設部水道課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 4 6

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区上栃窪字新田地内）

契 履行場所 鹿島区上栃窪字新田地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区上栃窪字新田地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、NTTが所有する柱に添架されている。

NTT都合により柱の撤去が必要となり、それに伴いケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 4 7

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区上栃窪字山崎地内）

契 履行場所 鹿島区上栃窪字山崎地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区上栃窪字山崎地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、NTTが所有する柱に添架されている。

NTT都合により柱の撤去が必要となり、それに伴いケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 4 8

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（鹿島区上栃窪字己ノ和地内）

契 履行場所 鹿島区上栃窪字己ノ和地内

種 類 業務委託
約

　鹿島区上栃窪字己ノ和地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、NTTが所有する柱に添架されている

。NTT都合により柱の撤去が必要となり、それに伴いケーブルの移転を行うもの。
内

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 5 7

件 名 等 衆議院議員総選挙公営ポスター掲示場設置管理撤収業務委託

契 履行場所 南相馬市内一円　２２２か所

種 類 業務委託
約

衆議院議員総選挙に係るポスター掲示場を市内２２２カ所に設置、管理、撤収するもの。

（１）規格・数量　　２段　６区画　２２２基
内

（２）設置場所　　　南相馬市内一円　小高区：１６カ所　鹿島区：６８カ所　原町区：１３８カ所

概 要
容

南相馬市復興事業協同組合
名 称

相

手 代 表 者 理事長　石川　俊幸

方 南相馬市　原町区橋本町四丁目４３番地１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本業務委託は、短期間で２２２カ所の設置・撤去等を行うとともに、天候等の変化による掲示場の破損等に緊急

に対応することが必要となる。

このことから、短期間で相当量の作業に対応でき、また、掲示場の破損等を迅速に対応が可能な業者は区内には
随

上記業者しかないため随意契約するものである。

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　選挙管理委員会選挙管理委員会事務局選挙管理委員会事務局　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 6 8

件 名 等 令和６年度社会保険料控除対象額のお知らせ作成業務委託

契 履行場所 南相馬市役所総務部税務課管理係

種 類 業務委託
約

　社会保険料控除対象額（令和６年１月１日～令和６年１２月３１日における国民健康保険税・後期高齢者医療

保険料・介護保険料の納付済額）のお知らせを、市が現在使用している税基幹システム等のデータを基に作成す
内

る業務

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業務は、市で使用している税基幹システム等のデータを基に、社会保険料控除対象額（令和６年１月１日

～令和６年１２月３１日における国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料の納付済額）のお知らせ

を作成する業務である。当該業者は、現在本市で使用している税基幹システム等の開発および保守管理業者であ
随

る。社会保険料控除対象額のお知らせの作成に係る大量一括処理においては、当該税基幹システム等のデータを

用いて、専門の機械で処理するため、現行システムの開発保守をしている当該業者でなければ履行できないこと意
から、当該業者と随意契約とする。

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 6 9

件 名 等 防災備蓄倉庫電動式移動棚保守点検業務委託

契 履行場所 南相馬市原町区萱浜字巣掛場地内

種 類 業務委託
約

南相馬市防災備蓄倉庫内に設置されている電動式移動棚の保守点検業務

・６連複式主列稼働棚ほか　計７台
内

概 要
容

株式会社ＩＨＩ物流産業システム
名 称

相

手 代 表 者 取締役サービス本部長　中磨　満彰

方 東京都　江東区　豊洲３丁目１番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

本電動式移動棚の保守点検業務については、設置業者以外では保守点検を行うことができないことから、当該設

置業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部危機管理課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 7 4

件 名 等 学校給食センター食器食缶洗浄機コンベアネット交換修繕業務委託

契 履行場所 南相馬市学校給食センター（南相馬市鹿島区寺内狐畑１４番地の３）

種 類 業務委託
約

食器食缶洗浄機コンベアネット交換修繕

・関連部品交換
内

　　食器下ネット：コンベアツメ（材質：ＰＰ）　ネット棒（材質：SUS304）

　　食缶下ネット：コンベアツメ（材質：ＰＰ）　ネット棒  (材質：SUS304)
概 要

　　食缶上ネット：コンベアツメ（材質：ポリアセタール）　ネット棒　(材質：SUS304 )容
　　食器上ネット：コンベアツメ（材質：ポリアセタール）　ネット棒　(材質：SUS304 )

　　カゴネット　：コンベアツメ（材質：ポリアセタール）　ネット棒　(材質：SUS304 )

タニコー株式会社　東福島営業所
名 称

相

手 代 表 者 所長　原　隆彦

方 南相馬市　小高区福岡字白山３１１
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　本委託業務は、当該業者より購入した機器であり、修繕に係る部品交換にあたっては部品を保有している当該

業者でなければ業務が行えないため、当該業者と随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　教育委員会教育委員会事務局学校教育課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 7 5

件 名 等 軽自動車JNKS・OSS二輪車対象拡大システム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市役所　総務部　税務課　市民税係

種 類 業務委託
約

　軽自動車税システム（軽JNKS及び軽OSS）において、現行対象となっている三輪・四輪車両登録に加え、対象

車種を二輪車を含めるための機能拡大に係るシステム改修業務。
内

　(1)軽JNKS（軽自動車税納付確認システム）及び軽OSS（軽自動車ワンストップサービス）の

　　軽二輪及び小型二輪の機能追加対応パッケージ提供
概 要

　(2)ADWORLD住民情報システムのバージョンアップ作業容
　(3)事前試験対応

　(4)本番切り替え、実装確認、稼働後サポート

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　当該業者は、本市の現行税基幹システムの開発業者であり、本業務においては税基幹システムに対し機能を追

加するものであるため、当該業者でなければ履行できないことから、適切かつ確実な履行が見込める当該業者と

随意契約とする。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部税務課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 8 7 6

件 名 等 南相馬市ホームページ編集システム改修業務委託

契 履行場所 南相馬市秘書課

種 類 業務委託
約

市公式ホームページにおける、市民及び市職員の利便性向上のため、市ホームページ編集システムに次の２つの

機能を実装する。
内

(1)ショートカットサポート機能追加

　新規ページの作成時にカテゴリ選択を失念しないように防止する機能。
概 要

(2)ページID検索機能追加容
　ページ毎に異なる４桁のID番号を入力して検索すると、該当ページに直接アクセスできる機能。

株式会社サイネックス
名 称

相

手 代 表 者 代表取締役社長　村田　吉優

方 大阪府　大阪市天王寺区　上本町五丁目３番１５号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

当該業者は、現在使用している市ホームページシステムの導入業者であり、他の業者ではシステム改修が困難で

あることから、当該業者との随意契約とする。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　総務部秘書課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 9 2 2

件 名 等 南相馬市光ケーブル移転業務委託（小高区岡田字上川原田地内）

契 履行場所 小高区岡田字上川原田地内

種 類 業務委託
約

　小高区岡田字上川原田地内において市が保有する光ケーブル（IRU線）が、NTT及び東北電力が所有する柱に添

架されている。南相馬市商工労政課が実施する小高復興産業団地（フロンティアパーク）整備事業により柱の移
内

設が必要となり、それに伴いケーブルの移転を行うもの。

概 要
容

東日本電信電話株式会社　宮城事業部福島支店
名 称

相

手 代 表 者 支店長　大橋　真孝

方 福島県　福島市　山下町５番１０号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

光ケーブル（IRU線）は市と当該事業者間で賃貸借契約を締結しており、移転も同事業者が行うことになってい

るため、随意契約とするもの。

随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030



様式第１号（第７条関係）

随意契約理由書
（契約番号） 20240 0 0 9 2 4

件 名 等 標準化移行準備作業業務委託

契 履行場所 デジタル推進課

種 類 業務委託
約

本業務は、住民情報系システムの標準化移行にあたり、検証環境の作成及び現行システムと標準化移行後のシス

テム機能についてのFit＆Gapを確認し、各対象業務が円滑に標準準拠システムへの移行ができるよう準備を行う
内

ことを目的とする。

概 要
容

株式会社日立システムズ　東北支社
名 称

相

手 代 表 者 支社長　佐藤　勝彦

方 宮城県　仙台市　青葉区本町二丁目１５番１号
所 在 地

地方自治法施行令第１６７条の２第１項

■ ２号 その性質又は目的が競争入札に適さないもの

□ ３号 障害者施設等により製作された物品の買入れ、シルバー人材センター及び母子福祉団体からの役務の提供を
根 受ける契約

拠 □ ４号 新規事業分野の開拓事業者により生産された新製品の買入れ

□ ５号 緊急の必要により競争入札に付することができないとき規

□ ６号 競争入札に付することが不利と認められるとき
定

□ ７号 時価に比して著しく有利な価格で契約を締結することができる見込みのあるとき

□ ８号 競争入札に付し入札者がないとき、又は再度の入札に付し落札者がないとき

□ ９号 落札者が契約を締結しないとき

【具体的に記入すること】

　システム標準化への対応と他ベンダーシステムへの乗り換えを同時に実施する場合、不具合の発生するリスク

が高く、他ベンダーシステムへの乗り換えに伴うデータ移行費用も高額となる為、対象システムの開発業者であ

る当該業者との随意契約としたい。
随

意

契

約

理

由

の

説

明

工事等担当課名 〔　復興企画部デジタル推進課　〕

※地方自治法施行令第１６７条の２第１項第１号は、競争入札に付さないことができるとしたものであるため、
　当該理由書の作成を要しないものとする。

IP20P030




